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介護保険制度の見直しに関する意見
（令和４年12月20日社会保障審議会介護保険部会）抜粋

3

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

１．生活を支える介護サービス等の基盤の整備

（ケアマネジメントの質の向上）

○ ケアマネジメントに求められる役割、ＩＣＴやデータの利活用に係る環境変化、意思決定支援等の重要性の増加等を踏まえ、ケア

マネジメントの質の向上及び人材確保の観点から、第９期介護保険事業計画期間を通じて、包括的な方策を検討する必要がある。

○ その際には、法定研修のカリキュラムの見直しを見据えた適切なケアマネジメント手法の更なる普及・定着を図るとともに、オン

ライン化の推進や受講費用の負担軽減を含め、研修を受講しやすい環境を整備していくことが重要である。さらに、法定外研修やＯ

ＪＴ等によるケアマネジャーの専門性の向上を図ることが重要であり、国としても周知を図っていく必要がある。加えて、各都道府

県における主任ケアマネジャー研修の受講要件等の設定状況を踏まえ、質の高い主任ケアマネジャー養成を推進するための環境整備

を行うことが必要である。

また、介護サービス全体として、科学的介護が推進されているところ、ケアマネジメントについてもケアプラン情報の利活用を通

じて質の向上を図っていくことが重要である。

○ ＩＣＴの活用状況などを踏まえて更なる業務効率化に向けた検討を進めていくことが重要である。ケアプランの作成におけるＡＩ

の活用についても、実用化に向けて引き続き研究を進めることが必要である。

○ 公正中立性の確保も含めケアマネジメントの質を向上させていくためには、ケアマネジャーが十分に力を発揮できる環境を整備し

ていくことが重要であり、上記の業務効率化等の取組も含め、働く環境の改善等を進めていくことが重要である。

○ また、現在、マイナンバー制度を活用した「国家資格等情報連携・活用システム（仮称）」の構築について検討が行われていると

ころであり、ケアマネジャーに関する資格管理手続の簡素化等に向けて、こうしたシステムが活用できるような環境整備が必要であ

る。
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＜介護支援専門員実務研修受講試験＞

○受験要件【法第69条の２第１項、規則第113条の２】

保健･医療･福祉に関する法定資格に基づく業務（※1）又は一定の相談援助業務（※2）に従事した期間が通算して５年以上

（※1）医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、

義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、

精神保健福祉士

（※2）生活相談員（介護老人福祉施設等）、支援相談員（介護老人保健施設）、相談支援専門員（障害者総合支援法）、主任相談支援員

（生活困窮者自立支援法）

＜介護支援専門員実務研修＞

○受講要件【法第69条の２第１項、規則第113条の４第１項】

介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者

＜介護支援専門員更新研修＞

○受講要件【法第69条の８第２項、規則第113条の18項第１項】

介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者

２ 資格取得･研修体系

○ 要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な介護サービスを利用できるよう、市

町村、サービス提供事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営む

のに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するとして介護支援専門員証の交付を受けた者。【法第７条第５項】

１ 介護支援専門員の定義

介護支援専門員の概要

実
務
研
修
受
講
試
験

専
門
員
証
の
更
新

専
門
員
証
の
交
付

更
新
研
修

資
格
登
録

実
務
研
修

合
格

申
請

申
請

有効期間５年

申
請

【資格取得･更新の流れ】
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120,728 120,002 117,953 117,025 116,811 111,706 

13,251 13,685 13,503 13,951 13,611 
13,120 

54,080 56,067 56,440 57,194 56,946 
58,452 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

居宅介護支援 介護予防支援 その他(※)

188,059

介護支援専門員の従事者数（実数）の推移

（単位：人）

（※）特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着
型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院

189,754 187,896 188,170

【出典】介護サービス施設・事業所調査（各年度10月１日時点）

187,368 183,278
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138,262 139,006
133,072

140,277 139,959
145,529 146,586

144,397

174,974

134,539

124,585
131,560

49,333 
41,049 

46,415
54,290 54,406

56,494

28,391 31,758 28,992 33,119 
28,703 

22,332 
27,905 

22,331 

33,539 

20,924 
16,281 

28,233 

4,990 8,018 8,200 
12,662 10,328 11,844 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

受験者数 合格者数

（22.8％）

（21.8％）

（23.6％）

（15.3％）

（20.5％） （19.0％）
（15.5％）

（19.2％）

（15.6％）
（13.1％）

（21.5％）

（23.3％）
（19.0％）

介護支援専門員実務研修受講試験の受験者数及び合格者数の推移

（人）

（20.5％）

（合格率％）

（10.1％） （19.5％）
（17.7％） （21.0％）
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〇 介護支援専門員の資質や専門性の向上の観点から、法定資格保有者に限定することを基本に見直す。
○ また、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、相談援助業務の経験がある者につい
ては、引き続き受験資格を有する者とする範囲とする。

※ なお、この見直しは平成27年度試験から適用とするが、３年間（平成29年度試験まで）は従前の受験要件を満たす場合でも受験を
可能とする経過措置を設定。

見直し概要

～平成29年度 平成30年度～

相談援助業務

介護等業務
（社会福祉主事任用資格者でない）

法定資格業務

介護等業務
（社会福祉主事任用資格者）

通算して５年以上

通算して10年以上

相談援助業務

法定資格業務

通算して５年以上

介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件の見直し
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）」（各年４月審査分）

3,490 3,859 3,987 4,117 4,134 4,224 4,392 4,492 4,541 4,704 4,834 4,960 5,072 5,121 5,169 5,204 

30,722 30,692 30,932 31,428 32,412 
34,019 

35,630 
37,097 38,541 39,471 39,949 40,065 39,685 38,874 38,318 37,831 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年平成3１年 令和２年 令和３年 令和４年

居宅介護支援

介護予防支援

34,212
34,551

43,487

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

34,91935,54536,546
38,243

40,022
41,589

43,082
44,17544,783

45,025

（事業所）

44,757
43,995

43,035

居宅介護支援・介護予防支援の請求事業所数
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,653万人となり、2043年にはピークを迎える予測（3,953万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2060年には、25％を超える見込み。

2015年 2020年 2025年 2030年 2060年

65歳以上高齢者人口(割合) 3,385万人(26.6%) 3,603万人(28.6%) 3,653万人(29.6%) 3,696万人(30.8%) 3,644万人(37.9%)

75歳以上高齢者人口(割合) 1,631万人(12.8%) 1,860万人(14.7%) 2,155万人(17.5%) 2,261万人(18.8%) 2,437万人(25.3%)

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、人口構成が比較的若い県で今後増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の
高齢化の状況は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

沖縄県(1) 栃木県(2) 滋賀県(3) 茨城県(4) 埼玉県(5) ～ 東京都(41) ～ 岩手県(45) 島根県(46) 秋田県(47) 全国

2020年
＜＞は割合

15.8万人
＜10.8%＞

27.1万人
＜14.0%＞

18.6万人
＜13.1%＞

42.0万人
＜14.6%＞

99.4万人
＜13.5%＞

169.4万人
＜12.1%＞

21.5万人
＜17.8%＞

12.3万人
＜18.4%＞

19.1万人
＜19.9%＞

1860.2万人
＜14.7%＞

2030年
＜＞は割合
(     )は倍率

21.7万人
＜14.9％＞
（1.37倍）

35.7万人
＜19.8%＞
（1.32倍）

24.2万人
＜17.6%＞
（1.30倍）

54.2万人
＜20.2%＞
（1.29倍）

128.2万人
＜17.8%＞
（1.29倍）

194.4万人
＜13.5%＞
（1.15倍）

24.5万人
＜23.0%＞
（1.14倍）

13.9万人
＜22.8%＞
（1.13倍）

21.5万人
＜26.2%＞
（1.13倍）

2261.3万人
＜18.8%＞
（1.22倍）

（％）

③世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

平成27(2015)年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (令和５(2023)年推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５(2023)年推計)」より作成

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人

(15%)

約700万人
(約20%)

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関す
る研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研
究事業 九州大学 二宮教授）の報告を元に推計

6,253 7,025 7,512 7,959 8,418 8,963 

6,277 
6,740 6,763 6,693 6,666 6,870 

23.5%
25.4% 26.4% 27.4%

28.8%
31.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
世帯主65歳以上の夫婦のみの世帯

世帯主65歳以上の単独世帯

世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみの世帯の世帯数全体に占める割合
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成30（2018））年1月推計）」より作成

今後の介護保険をとりまく状況
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304.1 322.1 335.4 348.2 376.3 392.4 420.9 453.0 485.0 484.1 420.4
235.7 254.6 266.4 287.7 298.8

323.4 407.1 436.8 445.8 458.7 492.2 524.1 554.5 584.4 589.4
533.6

389.5 418.8 444.5 460.8 467.4

606.4 516.2 529.1 575.6 612.6 654.8 
708.6 

758.9 
806.9 848.4 

880.2 

906.5 925.1 936.7 972.7 989.9 

497.9 533.4 551.8 
577.9 

614.7 
654.6 

683.8 
713.4 

741.8 763.8 
786.1 

804.6 817.6 831.0 
838.4 836.6 

344.1 376.8 
393.5 

387.9 
380.1 

394.6 
406.5 

418.6 
430.9 435.3 445.6 

454.1 
459.9 468.0 

479.2 490.0 

213.6 
224.6 

229.7 
249.9 

255.4 
266.8 

276.7 
282.5 

288.8 286.8 293.7 

298.6 
300.8 303.9 

325.7 343.0 

140.4 
139.5 

141.8 
162.2 

176.4 
184.5 

188.4 
188.2 

188.5 185.5 185.7 

186.3 
186.5 

187.5 
193.2 199.2 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

平均要介護度：
2.3（R4）

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）」（各年４月審査分）

2,461.2
2,522.1

2,618.5
2,748.0

3,040.4
3,209.8

3,369.6
3,527.1 3,545.9

2,874.6

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

※経過的要介護は含まない。

3,594.2

3,275.9
3,364.2

3,438.7
3,558.7

3,625.8

居宅介護支援・介護予防支援の要介護度別受給者数
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注１ 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いと
することも可能。

注２ 急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画
書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を１年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、
利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。

居宅介護支援事業所における管理者要件

12

○ 平成30年度介護報酬改定において、人材育成の取組の推進による質の高いケアマネジメントの推進を図るため、居
宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネジャーであることとした。

○ その際、令和２年度末まではその適用を猶予するとの経過措置を設けたところ、その後の管理者の配置状況に鑑み、
経過措置期限を一部延長し、令和３年３月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者
が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和９年３月31日まで猶予することとした。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

※ 主任ケアマネ研修の主な受講要件：専任で実務経験５年が必要

H３０
改定時 管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

経過措置
期間

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

見直し
後 経過措置延長（令和３年３月３１日時点の管理者が管理者を続けることができる）

① 令和３年３月３１日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者である場合

管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

② 令和３年４月以降新たに管理者となる場合（管理者が交替する場合も含む）

経過措置
期間

管理者は
主任ケアマネ

ジャーであること
が必要



ケアマネジャーの配置状況
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80.8% 13.9% 5.0%

0.1% 0.3%全体

（n=23,536）

22.6% 21.9% 19.7% 15.2% 20.6%

1人 2人 3人 4人 5人以上

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」 （株）三菱

総合研究所）

○ 居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーの配置状況（実人員）は「1人」が22.6％で最も多く、次いで「2人」
が21.9％となっている。

○ 管理者が主任ケアマネジャーである事業所の割合は80.8％であり、ケアマネジャーの配置人数が多い事業所ほど割
合が高い。

○ 管理者が主任ケアマネジャーである事業所の割合

○ ケアマネジャーの配置人数別居宅介護支援事業所の割合（実人員）（n=23,523）

91.8%

88.9%

84.5%

73.6%

68.9%

5.6%

8.3%

10.8%

19.1%

22.9%

2.3%

2.5%

4.3%

7.0%

7.7%

0.1%

0.1%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.3%

５人以上

（n=4854）

４人

（n=3577）

３人

（n=4631）

２人

（n=5150）

１人

（n=5311）

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
実
人
数

管理者が主任ケアマネジャーである 管理者が主任ケアマネジャーでない（経過措置期間中に修了見込み）

管理者が主任ケアマネジャーでない（経過措置期間中に修了することが困難/見込みが立てられない） 管理者が主任ケアマネジャーでない（修了見込みについて無回答）

無回答

※ 全体のｎ数には「ケアマネジャー実人数」の未回答も含まれるため、下記「１人」から「５人以上」の各ｎ数の合計と一致しない。



介護支援専門員養成研修の概要

１．実施主体

○ 都道府県又は都道府県知事の指定した研修実施機関

２．研修内容

３．研修の費用

○ 地域医療介護総合確保基金の活用が可能（※ ただし、研修教材等の実費相当分や受講者の旅費･宿泊費は受講者が負担）

主な対象者（受講要件） 研修時間

介護支援専門員の資格取得を希望する場合

実務研修 実務研修受講試験の合格者 87時間以上

介護支援専門員の資格継続を希望する場合

更新研修
介護支援専門員の有効期間が概ね１年以内の者
（※ ２回目以降の更新の場合）

88時間以上
（32時間以上）

専門研修
専門Ⅰ課程：就業後６月以上の実務従事者
専門Ⅱ課程：専門Ⅰ修了者であって、就業後３年以上の実務従事者

Ⅰ：56時間以上
Ⅱ：32時間以上

介護支援専門員の資格再取得を希望する場合

再研修 介護支援専門員証の再交付を希望する者 54時間以上

主任介護支援専門員の資格取得･資格継続を希望する場合

主任研修 更新研修又は専門Ⅰ･Ⅱ研修の修了者 70時間以上

主任更新研修 主任介護支援専門員の有効期間が概ね２年以内の者 46時間以上

14



介護支援専門員法定研修カリキュラムの見直しについて

15

• 介護、医療及び福祉の実践の方法や技術、介護保険をはじめとする社会保障制度やそれを取り巻くさまざまな環境は、常に変化

しており、独居の要介護高齢者、認知症や精神疾患を有する要介護高齢者、医療処置を要する要介護高齢者、支援を必要とする

家族等、介護支援専門員が実際に現場で対応している利用者像も多様化し、複雑化している

• 現行の介護支援専門員の法定研修のカリキュラムは平成28年度から施行されているところであるが、介護支援専門員に求めら

れる能力や役割の変遷及び昨今の施策動向等を踏まえ、「介護支援専門員の資質向上に資する研修等の在り方に関する調査研究

事業」（令和３年度老人保健健康増進等事業）においてカリキュラムの見直しについての検討を進めた

※ 令和６年４月１日施行

背景

カリキュラム見直しのポイント

• 幅広い視点で生活全般を捉え、生活の将来予測や各職種の視点や知見に基づいた根拠のある支援の組み立てを行うことが介護支

援専門員に求められていることを踏まえ、高齢者の生活課題の要因等を踏まえた支援の実施に必要な知識や実践上の留意点を継

続的に学ぶことができるように、適切なケアマネジメント手法の考え方を科目類型として追加

• 認知症や終末期などで意思決定支援を必要する利用者・世帯がさらに増えるとともに、根拠のある支援の組み立てに向けて学ぶ

べき知識や技術の変化が今後も進むと考えられる中で、職業倫理の重要性は一層高まることが見込まれるため、権利擁護や意思

決定支援など職業倫理についての視点を強化

• 地域共生社会の実現に向け、介護保険以外の領域も含めて、制度・政策、社会資源等についての近年の動向（地域包括ケアシス

テム、認知症施策大綱、仕事と介護の両立、ヤングケアラー、科学的介護（LIFE）、意思決定支援等）を踏まえた見直しを行

う

• 法定研修修了後の継続研修（法定外研修、OJT等）で実践力を養成することを前提に、カリキュラム全体の時間数は増やさず、

継続研修への接続を意識した幅広い知識の獲得に重きを置いた時間配分（＝講義中心）に見直す



2021年4月1日

ケアマネジャーの業務の状況
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○ １事業所当たりの利用者数は95.0人（要介護80.8人、要支援14.2人）となっている。
○ ケアマネジャーの１人当たり担当利用者数は31.8人（要介護26.9人、要支援4.9人）となっている。

ケアマネジャーの１人当たり担当利用者数について

【出典】
・令和元年度老人保健健康増進等事業「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する
調査」」（（株）三菱総合研究所）

・令和２年度老人保健健康増進等事業「居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」（（株）三菱総合研究所）
・令和３年度老人保健健康増進等事業「居宅介護支援及び介護予防支援における令和３年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業」（（株）三菱総合研
究所）

・令和４年度老人保健健康増進等事業「居宅介護支援及び介護予防支援における令和３年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する
調査」」（（株）三菱総合研究所）

実施
年度

調査事業名
回収数
（事業
所）

1事業所当たり
利用者数（人）

ケアマネジャーの
常勤換算人員（人）
（常勤＋非常勤）

常勤換算の介護支援
専門員1人当たり利用者数

（人）
（換算人員ベース）

要支援要介護 要支援 要介護

R01
老健事業
（管理者要件に関する調査） 33,264 85.7 15.2 70.5 2.8 30.8 5.6 25.2

R02
老健事業
（管理者要件に関する調査） 30,021 88.3 14.1 74.2 2.8 31.0 5.1 25.9

R03
老健事業
（報酬改定の影響に関する調査） 1,134 93.2 13.4 79.8 3.1 32.7 4.8 27.9

R04
老健事業
（管理者要件に関する調査） 23,536 95.0 14.2 80.8 3.0 31.8 4.9 26.9

17



ケアマネジャーが担当している利用者の状況（直近3年間での変化）（ケアマネジャー調査）

18

○ 直近3年間において、「利用者に認知症がみられるケース」や「利用者に医療的ケアが必要になるケース」、「利
用者の同居家族に要介護者がいるケース」は増加していると感じているケアマネジャーが半数以上いる一方、いずれ
のケースについても、「減少している」と感じているケアマネジャーの割合は少ない。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

29.6%

56.7%

24.8%

45.3%

77.5%

47.7%

4.9%

1.7%

2.1%

1.6%

0.6%

2.6%

50.7%

35.9%

57.9%

41.4%

20.6%

37.8%

7.7%

1.4%

6.2%

4.6%

6.3%

3.5%

1.2%

4.2%

4.3%

0.4%

2.1%

3.5%

3.0%

4.8%

2.8%

0.9%

3.4%

生活保護世帯であるケース

利用者に医療的ケアが

必要になるケース

利用者が難病者であるケース

利用者に精神疾患が

みられるケース

利用者に認知症がみられるケース

身寄りがなく在宅生活の継続に

支障が出ているケース

増加している 減少している 変わらない

以前からいない 分からない 無回答

31.7%

4.5%

17.4%

26.3%

50.3%

4.9%

31.6%

1.6%

1.0%

5.3%

2.9%

3.5%

1.8%

2.9%

36.9%

20.9%

41.3%

42.1%

37.2%

22.8%

41.1%

14.8%

47.2%

19.6%

13.4%

4.7%

45.5%

12.6%

11.2%

20.3%

11.3%

6.7%

1.5%

17.9%

7.1%

3.8%

6.1%

5.1%

8.6%

2.9%

7.1%

4.8%

家族介護者の仕事と介護の両立、

介護離職の防止に関するケース

未成年の家族介護者のいるケース

家族等による虐待が疑われるケース

利用者の同居家族が

障害を持っているケース

利用者の同居家族に

要介護者がいるケース

利用者・家族が

外国にルーツをもつケース

利用者・家族に

生活困窮者のいるケース

○担当している利用者について、直近３年間（令和２年11月１日～令和５年10月31日）でどのような変化を感じているか（ｎ＝1,213）



業務範囲外と考えられる依頼への対応（居宅介護支援事業所調査）

19

○ 直近１年間において業務範囲外と考えられる依頼に１回以上対応した事業所は67.5％であった。

○ その理由としては「緊急性が高く、自事業所で対応せざるを得なかったため」が72.5％と最も多かった。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

22.3% 29.2% 11.3% 27.0% 10.1%

この1年間にはなかった この1年間に､1～3回程度 この1年間に､4～6回程度 この1年間に7回以上あった 無回答

○業務範囲外と考えられる依頼への対応頻度（n=318）

72.5%

57.2%

23.3%

13.6%

44.9%
41.9%

7.2% 8.5%

緊
急
性
が
高
く､

自
事
業
所
で
対
応

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め

緊
急
性
は
高
く
な
い
が､

他
に
対
応

で
き
る
人
が
い
な
か
っ
た
た
め

地
域
に
サ
ー
ビ
ス
や
支
援
は
あ
る

が､

利
用
料
を
負
担
で
き
な
か
っ
た

た
め

地
域
の
他
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
絡
調
整

の
負
担
が
大
き
く､

自
事
業
所
で
対

応
し
た
ほ
う
が
早
い
た
め

利
用
者
や
家
族
か
ら
強
い
要
望
が
あ

り､

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
対
応
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
た
め

医
療
機
関
等､

他
の
機
関
か
ら
の
要

請
が
あ
っ
た
た
め

そ
の
他

無
回
答

○業務範囲外と考えられる依頼に対応をせざるを得なかった理由：複数回答（n=236）



29.3%

17.5%

48.8%

19.5%

7.4%

20.4%

48.7%

67.2%

66.0%

62.8%

57.7%

4.1%

9.3%

3.5%

6.5%

10.9%

7.8%

5.0%

2.2%

1.3%

1.1%

0.7%

64.8%

71.9%

46.7%

72.4%

80.1%

70.3%

44.9%

29.4%

31.4%

35.0%

40.4%

1.8%

1.4%

1.0%

1.6%

1.6%

1.5%

1.3%

1.1%

1.3%

1.0%

1.1%

郵便･宅配便の受取･投函

金融機関やその他各種機関の手続きや申

請の代行･支援

介護保険制度以外の行政への手続きや申

請の代行･支援

入院中･入所中の着替えや必需品の調達

入院･入所時の身元保証

入退院にかかる手続きや申請､支払いの代

行･支援

入院･通院時の付き添い･送迎

家族介護者本人に対する相談対応､情報提

供

サービス調整等に関わらない電話等への

対応､時間外相談

利用者と家族介護者以外の家族､親族､知

人等との意見調整

支援拒否がある利用者の給付開始前の関

係構築等

対応したことがある 要望等はあったが､一度も対応しなかった 該当者はいなかった 無回答

ケアマネジャーによる対応状況（ケアマネジャー調査）
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○ ケアマネジャーによる対応は「モニタリングや定期の安否確認を除く緊急訪問」が最も多く、次いで「家族介護者
本人に対する相談対応」「サービス調整等に関わらない電話等への対応、時間外相談」が対応されている。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

2.7%

1.9%

2.0%

22.1%

16.8%

72.0%

4.2%

5.5%

36.0%

29.6%

8.1%

2.3%

4.3%

5.0%

1.4%

1.3%

1.1%

2.8%

2.3%

3.4%

6.5%

10.7%

93.2%

91.9%

90.9%

74.4%

80.0%

25.4%

91.3%

90.3%

58.7%

62.4%

79.5%

1.7%

1.8%

2.2%

2.1%

1.8%

1.4%

1.7%

1.8%

1.9%

1.5%

1.7%

死後事務

土地や住宅､相続に関する手続きや申請の代行･支援

財産管理

徘徊時の捜索・捜索依頼の対応

災害時の警戒呼びかけ､避難支援､安否確認

モニタリングや定期の安否確認を除く緊急訪問

利用者のペットに関わる支援

雪かき､除雪等､天候不良時の支援

代読､代筆

部屋の片づけ･ゴミ出し､買い物などの家事支援

生活費等､日常的な預貯金の引き出し･振込代行

○令和５年10月におけるケアマネジャーによる対応の有無（ｎ＝1,749）



主任ケアマネジャーの業務に関する課題、必要となるスキル（居宅介護支援事業所調査）

21

○ 主任ケアマネジャーの業務に関する課題は、「業務繁忙のため､主任介護支援専門員に求められる役割に手が回らな
い」が59.9％でもっとも割合が高く、次いで「主任介護支援専門員が担う役割が大きく､燃え尽きてしまう不安があ
る」が39.9％となっている。

○ 今後一層、主任ケアマネジャーに必要となるスキルについてみると、「他の介護支援専門員に対する指導･スーパー
ビジョンを行うスキル」が62.4％でもっとも割合が高く、次いで「地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づく
り･社会資源の開発を中心となって進めるスキル」が52.3％となっている。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

○主任ケアマネジャーの業務に関する課題（ｎ＝1076） ○主任ケアマネジャーに必要となるスキル（ｎ＝1076）

18.6%

5.3%

5.2%

39.9%

28.3%

22.1%

14.1%

32.8%

59.9%

無回答

あてはまるものはない

その他

主任介護支援専門員が担う役割が大きく､

燃え尽きてしまう不安がある

主任介護支援専門員に関係機関との

ネットワーク構築･社会資源の開発に関…

主任介護支援専門員に､スーパービジョン

や人材育成に関するノウハウが…

主任介護支援専門員が､自らに求められる

役割を認識していない人が多い

主任介護支援専門員の役割について

定めがないため､主任介護支援専門員の…

業務繁忙のため､主任介護支援専門員に

求められる役割に手が回らない

3.0%

9.0%

3.9%

49.9%

35.6%

52.3%

49.8%

62.4%

無回答

特にない

その他

介護保険サービスの利用に関わらず､

利用者のかかりつけとして…

ヤングケアラーや仕事と介護の両立等､

家族介護者に対する支援スキル

地域包括ケアシステムの構築に向けた

地域づくり･社会資源の開発を…

医療に関する高い知識を有し､

医療･介護を効率的かつ効果的に…

他の介護支援専門員に対する

指導･スーパービジョンを行うスキル



主任ケアマネジャーに求める役割と実際に事業所内で担っている役割
（居宅介護支援事業所調査）

22

○ 主任ケアマネジャーに求める役割は「事業所内の介護支援専門員への助言・支援」が74.6%で最も高く、次いで
「支援困難事例の対応」が67.6%となっている。

○ 一方、実際に事業所内で担っている役割との差をみると、「ケアプラン点検での点検、ケースカンファレンスでの指
導・スーパービジョン」「自治体以外の地域の関係機関とのネットワーク構築・社会資源の開発」「地域の介護支援専
門員に対する個別支援」「セルフケア・セルフマネジメントに関する地域住民の意識づくり」については、求める割合
に対して実際に事業所内で担っている割合が低い傾向がみられる。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

74.6%

62.6%

47.8% 49.9%

67.6%

61.3%

44.1%

30.4%

22.2%

56.7%

1.6% 3.8%
8.2%

2.5%

65.1%

41.4%

34.5%

40.5%

57.6%

52.0%

21.9%

12.7%

5.7%

50.6%

1.0%
3.0%

8.9% 9.5%

事
業
所
内
の
介
護
支
援
専
門
員
へ
の
助
言･

支
援

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
点
検､

ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

で
の
指
導･

ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン

事
業
所
内
の
研
修
会
の
企
画･

講
師

実
習
生
受
け
入
れ
時
の
対
応

支
援
困
難
事
例
の
対
応

自
治
体
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の

連
絡
調
整･

連
携

自
治
体
以
外
の
地
域
の
関
係
機
関
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築･
社
会
資
源
の
開
発

地
域
の
介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
個
別
支
援

セ
ル
フ
ケ
ア･

セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る

地
域
住
民
の
意
識
づ
く
り

事
業
所
の
運
営･

経
営
に
係
る
管
理
業
務

そ
の
他

特
に
な
い

主
任
介
護
支
援
専
門
員
が
い
な
い

無
回
答

主任介護支援専門員に求める役割

実際に主任介護支援専門員が担っている役割

n＝1076



居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーに特に期待する役割と実際に果たしている役割
（地域包括支援センター調査）

23

○ 主任ケアマネジャーに期待する役割は「事業所内の介護支援専門員への助言･支援」が96.3％でもっとも割合が高
く、次いで「支援困難事例の対応」が94.4％、「ケアプランの点検､ケースカンファレンスでの指導･スーパービジョ
ン」が90.2％となっている。

○ 一方、実際に果たしている役割との差をみると、「地域の関係機関とのネットワーク構築・社会資源の開発」「地
域の介護支援専門員に対する個別支援」「セルフケア・セルフマネジメントに関する地域住民の意識づくり」につい
ては、期待している割合に対して実際に果たしている割合が低い傾向がみられる。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））

○居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーに特に期待する役割と実際に果たしている役割:複数回答（ｎ＝2,122）
96.3%

90.2%
79.3%

94.4%

82.1%

62.5%

42.8%

1.6%
0.1% 0.7%

92.4%

67.1%
57.9%

84.0%

36.1%
27.0%

9.0%
1.0%

0.6% 3.3%
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介
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支
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事
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の
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地
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の
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と
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築･
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資
源
の
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発

地
域
の
介
護
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援
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門
員
に
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す
る

個
別
支
援

セ
ル
フ
ケ
ア･

セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
関
す
る
地
域
住
民
の
意
識
づ
く
り

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員に特に期待する役割 居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員が実際に果たしている役割



2021年4月1日

人材確保・定着の状況

24



n 4,489

募集に対して応募がない 78.7%

応募者のスキル・経験不足 5.0%

応募者の希望と賃金・処遇面の条件が合わない 11.5%

応募者の希望と労働条件（勤務時間・休日等）が合わない 1.9%

その他 2.9%

n 9,900

0人 69.2%

1人 20.7%

2~3人 7.5%

4~5人 1.9%

6人以上 0.6%

居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーの採用状況

25

○ 令和５年度（4月～調査時点※）の採用者数は０人が最も多く、次いで１人が多い。
※ 令和５年12月28日（木）～令和６年１月26日（金）

○ 採用の状況としては、「募集自体していない」が最も多く、次いで「採用できていない」が続く。

○ 採用が難しい要因としては、「募集に対して応募がない」が大半を占める。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の養成に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

○令和５年度（4月～調査時点）の採用者数 ○採用の状況

○採用が予定どおりいっていない要因

n 9,938

計画・想定通り採用できている 15.3%

採用はできているが計画・想定よりは少ない 14.7%

採用できていない 30.5%

募集自体していない 36.2%

わからない 3.4%



居宅介護支援事業所における離職者数（退職者数）及び要因

26

○令和5年度（4月～調査時点※）の離職人数（退職者数）は「0人」が8割超となっている。
※ 令和５年12月28日（木）～令和６年１月26日（金）

○ 直近3年間においては、「離職者はいない」との回答が最も多いが、退職者がいる場合においては、「年齢・体力
面」、「賃金・処遇面」、「事務作業の多さ」等が挙げられている。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の養成に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

○ 令和５年度（4月～調査時点）のケアマネジャーの
離職者数（退職者数）

n 9,900

0人 81.9%

1人 14.6%

2~3人 3.1%

4~5人 0.2%

6人以上 0.1%

離職率（補正値） 10.2%

※ 離職率は、令和5年度の離職人数（4月
~12月）を1年換算し、算出。

（参考）離職率の全産業平均は15.0％（令和
４年雇用動向調査より）

ｎ 9,938

年齢・体力面 14.8%

賃金・処遇面 14.6%

労働条件（勤務時間・休日等） 4.5%

労働環境・職場環境 6.0%

職場の人間関係 8.0%

利用者・家族との人間関係 4.4%

事務作業の多さ 12.9%

責任の大きさ 9.2%

業務範囲の広さ 8.6%

本来業務外の対応 4.1%

その他 10.9%

該当するものはない 2.9%

離職者はいない 51.5%

○ 直近3年間のケアマネジャーの離職要因（退職要因）とし
て考えられるもの：最大３つまで複数回答



ｎ とても課題と思う やや課題と思う
どちらともいえな

い

あまり課題とは思

わない

まったく課題とは

思わない

試験の受験者数が少ない 11,741 31.3% 24.4% 28.2% 10.3% 5.7%

試験の合格者が少ない 11,741 18.3% 22.1% 35.7% 15.1% 8.8%

合格者の実務研修受講割合が少ない 11,741 18.6% 25.3% 38.9% 10.9% 6.4%

実務研修修了後の入職者数が少ない 11,741 49.0% 28.0% 17.6% 3.1% 2.3%

比較的早期の離職が多い 11,741 40.9% 27.0% 25.0% 4.8% 2.3%

定年・年令の問題による離職が多い 11,741 25.2% 25.2% 31.7% 12.3% 5.5%

ｎ とても課題と思う やや課題と思う
どちらともいえな

い

あまり課題とは思

わない

まったく課題とは

思わない

試験の受験者数が少ない 619 27.6% 30.0% 34.4% 5.8% 2.1%

試験の合格者が少ない 619 18.7% 26.0% 47.0% 6.1% 2.1%

合格者の実務研修受講割合が少ない 619 11.3% 19.5% 55.9% 10.7% 2.6%

実務研修修了後の入職者数が少ない 619 26.3% 27.6% 41.8% 3.2% 1.0%

比較的早期の離職が多い 619 24.1% 30.2% 39.3% 6.0% 0.5%

定年・年令の問題による離職が多い 619 24.6% 30.0% 34.4% 9.4% 1.6%

ケアマネジャー確保の課題（居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・自治体調査）

27

○ ケアマネジャーの確保における課題としては、居宅介護支援事業所・地域包括支援センターにおいては「実務研修
修了後の入職者数が少ない」、「比較的早期の離職が多い」、「試験の受験者数が少ない」が、「とても課題と思
う」の割合が一番多い。

○ 一方、自治体においては、いずれの課題についても「どちらともいえない」の割合が一番多く、現場と自治体とで
意識に乖離が見られる。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の養成に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

○ケアマネジャーの確保に向けて、入職・定着に至るプロセスのどこが課題となっていると感じているか

【居宅介護支援事業所・地域包括支援センター】

【自治体】



ケアマネジャーの新規確保が難しくなっている要因（居宅介護支援事業所・自治体調査）

28

○ケアマネジャーの新規確保が難しくなっている要因としては、居宅介護支援事業所、自治体ともに「賃金・処遇の低
さ」、「業務範囲の広さ」、「事務負担の大きさ」が上位に挙げられている。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の養成に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

○多くの地域でケアマネジャーの新規確保が難しくなっている要因として考えられるもの：最大３つまで複数回答

ｎ
業務範囲

の広さ

責任の大

きさ

事務負担

の大きさ

ICT等の

対応負担

職場の人

間関係

利用者・

家族との

関係性

他事業

所・多職

種との連

携負担

キャリア

形成・ス

キルアッ

プにつな

がりにく

い

賃金・処

遇の低さ

労働時間

や休日等

の労働条

件

受験要件

の厳しさ

研修受講

負担の大

きさ

その他

あてはま

るものは

ない

居宅介護支援事業所 9,938 57.9% 40.7% 47.8% 4.0% 5.0% 15.9% 2.8% 2.6% 64.6% 7.8% 3.6% 32.4% 2.3% 0.7%

都道府県 27 55.6% 3.7% 18.5% 0.0% 7.4% 7.4% 3.7% 0.0% 96.3% 7.4% 18.5% 51.9% 3.7% 0.0%

政令市・特別区 18 66.7% 16.7% 61.1% 0.0% 5.6% 16.7% 0.0% 0.0% 72.2% 11.1% 16.7% 5.6% 5.6% 5.6%

中核市 25 32.0% 16.0% 56.0% 0.0% 12.0% 28.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0% 4.0% 28.0% 0.0% 0.0%

上記以外の市町村

（人口10万人以上）
84 50.0% 19.0% 58.3% 1.2% 1.2% 26.2% 3.6% 1.2% 72.6% 20.2% 6.0% 11.9% 6.0% 1.2%

上記以外の市町村

（人口5万人以上10万人未満）
109 55.0% 25.7% 46.8% 1.8% 4.6% 22.0% 1.8% 2.8% 70.6% 19.3% 10.1% 23.9% 1.8% 0.9%

上記以外の市町村

（人口3万人以上5万人未満）
101 55.4% 35.6% 42.6% 1.0% 2.0% 17.8% 4.0% 4.0% 69.3% 19.8% 9.9% 20.8% 4.0% 0.0%

上記以外の市町村

（人口3万人未満）
255 58.8% 42.7% 42.4% 1.2% 4.7% 19.2% 3.9% 3.1% 56.1% 15.7% 9.0% 19.2% 3.9% 2.4%

自治体全体 619 55.4% 31.8% 45.4% 1.1% 4.2% 20.2% 3.2% 2.6% 66.2% 17.3% 9.4% 20.7% 3.7% 1.5%



2021年4月1日

法定研修の状況

29



法定研修の位置づけ・意義の理解（ケアマネジャー調査）

30

○ 法定研修を「知識・技術の最低限必要なものの修得を行う場」と考えている者が44.0％と最も多いが、「決まりだ
から仕方なく受講する場」と考えている者も27.5％であった。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）



法定研修の受講料に対する認識（ケアマネジャー調査）

31

○法定研修の受講料について、「高いと思う」、「どちらかと言えば高いと思う」が全体の9割強を占める。

○受講料の法人からの補助等の状況にはバラツキがあるが、「全額自分で負担している」方も34.0％存在。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

【法定研修の受講料に対する認識】 【受講料に対する法人からの補助等の有無】



法定研修の時間数に対する認識（ケアマネジャー調査）

32

○法定研修の時間数について、「多い」、「どちらかと言えば多い」が全体の9割強を占める。

○法定研修の受講時間が業務時間扱いとなる方が多数を占めるが、「業務時間扱いとならない」方も22.5％存在。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

【法定研修の時間数に対する認識】 【法定研修の受講時間の事業所での取り扱い】



法定研修の内容や質に関する課題認識（ケアマネジャー調査）

33

○法定研修の内容や質に関する課題認識としては、「演習の時間が長すぎる」が最も割合が大きく、次いで「講師の質
に問題がある」等が続く。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）



法定研修の効果に関する認識（受講者と実施機関の認識の比較）

34

○法定研修の効果について受講者と実施機関の認識について、「満足しているか」、「業務に活用できているか」につ
いては特に大きな認識ギャップが存在。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

設問 ｎ できている
概ね

できている
あまりでき
ていない

できて
いない

わからない
できている＋
概ねできている

実務 42 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

専門Ⅰ 45 2.2% 97.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

専門Ⅱ 48 2.1% 97.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

主任 36 8.3% 91.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

主任更新 40 5.0% 92.5% 0.0% 0.0% 2.5% 97.5%

1,122 6.5% 48.6% 29.2% 15.7% 0.0% 55.1%

実務 42 7.1% 92.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

専門Ⅰ 45 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

専門Ⅱ 48 4.2% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

主任 36 2.8% 91.7% 5.6% 0.0% 0.0% 94.4%

主任更新 40 7.5% 90.0% 0.0% 0.0% 2.5% 97.5%

1,122 17.7% 69.3% 9.2% 3.8% 0.0% 87.0%

実務 42 4.8% 90.5% 4.8% 0.0% 0.0% 95.2%

専門Ⅰ 45 2.2% 91.1% 2.2% 2.2% 2.2% 93.3%

専門Ⅱ 48 2.1% 93.8% 4.2% 0.0% 0.0% 95.8%

主任 36 0.0% 88.9% 8.3% 0.0% 2.8% 88.9%

主任更新 40 2.5% 85.0% 7.5% 0.0% 5.0% 87.5%

1,122 12.0% 64.7% 17.7% 5.5% 0.0% 76.7%

実務 42 4.8% 71.4% 16.7% 0.0% 7.1% 76.2%

専門Ⅰ 45 2.2% 82.2% 6.7% 2.2% 6.7% 84.4%

専門Ⅱ 48 6.3% 79.2% 6.3% 0.0% 8.3% 85.4%

主任 36 0.0% 83.3% 5.6% 0.0% 11.1% 83.3%

主任更新 40 2.5% 82.5% 5.0% 0.0% 10.0% 85.0%

1,122 7.1% 48.6% 33.6% 10.7% 0.0% 55.7%

法定研修の内容は実践に役立つ
内容だと思いますか。
※受講者のみに調査

1,122 7.7% 48.2% 29.7% 14.4% 0.0% 55.9%

回答者

実施機関

介護支援専門員（受講者）

受講者は研修で学んだことを
日々の業務に活用できていると
思いますか。（法定研修で学んだ
ことを日々の業務に活用できてい
ますか。）

実施機関

介護支援専門員（受講者）

介護支援専門員（受講者）

介護支援専門員（受講者）

受講者は研修の内容に満足でき
ていると思いますか。（法定研修
の内容に満足できましたか。）

実施機関

受講者は研修内容を理解できて
いると思いますか（法定研修の内
容を理解できましたか。）

実施機関

介護支援専門員（受講者）

受講者は各課程の養成の目標を
達成できていると思いますか。
（各課程の養成の目的を達成でき
ましたか。）



法定研修、法定外研修を受講しやすくするために最も必要な取組（ケアマネジャー調査）

35

○受講しやすくするために最も必要な取組として、法定研修では「受講料を安くする」が47.0％で、法定外研修では
「自分の好きな時間帯・タイミングで受講できるようにする」が34.2％でそれぞれ最も割合が大きい。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）



介護支援専門員法定研修オンライン化の状況

○ 令和４年度に各都道府県において実施した介護支援専門員に係る法定研修について、全課程・全科目においてオ

ンラインで研修を実施した都道府県は22であり、全課程・全科目を対面で実施した都道府県は１であった。

○ 研修課程別の内訳では、全科目でオンラインを実施している都道府県が多数であった。

36出典 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ

全科目オンライン 一部オンライン 対面

講義

実務 35 ６ ４

専門Ⅰ 39 ４ ３

専門Ⅱ 41 １ ４

主任 33 ４ ９

主任更新 33 ５ 8

演習

実務 30 １ 13

専門Ⅰ 31 ２ 12

専門Ⅱ 33 ０ 12

主任 28 ４ 13

主任更新 31 １ 13

○ 各都道府県におけるオンライン化の状況（数字は都道府県数（※一部未回答含む））

全課程・全科目オンライン 全科目・全課程対面

22 １

【研修課程別内訳】



研修向上委員会の設置状況の推移（都道府県調査）

37

○平成28年度以降、各都道府県で研修向上委員会（※）の設置が進んでいる。令和4年度時点で44都道府県（91.5件）
が設置済みであった。

※ 研修向上委員会とは、法定研修のガイドラインにおいて、「介護支援専門員の研修実施を実効性があるものとするため、研修の企画、実施、
評価と、評価に基づく改善といった研修実施の PDCA サイクルを構築することにより、継続的に研修内容の見直しを図る」、「研修の実施後
の評価をもとに、更なる効率的・効果的な研修の実施方策を検討する都道府県に設置される委員会である」とされている。なお、制度的な位置
付けはない。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）



講師・ファシリテーターの過不足感（研修実施機関調査）

38

○講師・ファシリテーターの不足感（「不足」＋「やや不足」）が6割前後と、慢性的な担い手不足の状況が続いてい
た。専門Ⅰ、主任課程では講師の不足感が10p以上低下。一方、実務課程ではファシリテーターの「不足」が10p以
上増加するなど、研修課程ごとに状況の差が生じていた。

【出典】令和４年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）



2021年4月1日

ケアマネジメントの質の向上に向けた取組
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居宅介護支援事業所における特定事業所加算

40

○ 中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメント
を実施している事業所を評価するため、平成18年度介護報酬改定で創設。以降累次の改定において見直しを実施。

算定要件
（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） （A）

519単位 421単位 323単位 114単位

（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
※ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の

職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

２名以上 １名以上 １名以上 １名以上

（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること。
※ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の

職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

３名以上 ３名以上 ２名以上
常勤・非常勤
各１名以上

（３）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期
的に開催すること

○

（４）24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること ○
○

連携でも可

（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５であ
る者の占める割合が100分の40以上であること

○ ×

（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 ○
○

連携でも可

（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例
に係る者に指定居宅介護支援を提供していること

○

（８）家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外
の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること

○

（９）居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ○

（10）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員１人当たり45名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は50名未
満）であること

○

（11）介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は
協力体制を確保していること（平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適
用）

○
○

連携でも可

（12）他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること ○
○

連携でも可

（13）必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が
包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

○



公正中立性の確保に向けた各種の取組みについて

公正中立性の確保に向けた各種の取組み 措置状況

○ ケアマネジャーは利用者に対して特定の事業者を利用すべき旨の指示を禁止

○ ケアマネジャーは利用者に特定の事業者を利用させた対償として当該事業者から金品

等の収受を禁止

○ 管理者はケアマネジャーに対して特定の事業者を優遇するよう指示することを禁止

○ 利用者本位の介護サービスの質の確保のために、「公正・中立な居宅介護支援のため

の取組の状況」を記載するよう設定

○ 正当な理由なく、事業所において前６月間に作成されたケアプランに位置付けられた

居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が90%以上

である場合に減算

○ 特定事業所集中減算の対象サービスの範囲の限定を外し、適用割合の引き下げ

（90%→80%）等の見直し

○ 特定事業所集中減算の対象サービスの範囲の見直し

○ 利用者との契約にあたって、

・ ケアプランに位置付ける事業所の複数紹介を求めることが可能であること

・ 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを利用者

やその家族に十分説明し、書面により理解を得なければならないこと等を設定

〇 以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公

表することを求める。

・ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合

・ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

⇒ 運営基準で規定（平成12年度）

⇒ 運営基準で規定（平成12年度）

⇒ 運営基準の改正（平成15年度）

⇒ 介護保険法施行規則改正により、介護サー

ビス情報公表制度の創設（平成18年度）

⇒ 特定事業所集中減算の創設（平成18年

度）

⇒ 特定事業所集中減算の見直し（平成27年

度）

⇒ 特定事業所集中減算の見直し（平成30年

度）

⇒ 運営基準及び運営基準減算の対象に追加

（平成30年度）

⇒ 運営基準の改正及び運営基準減算の対象に

追加（令和３年度）

⇒ 運営基準の改正（利用者への説明を努力義

務化）（令和６年度）
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（参考）ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）
介護離職ゼロの実現
希望する介護サービスの利用（介護基盤の供給）
① 高齢者の利用ニーズに対応した介護サービス基盤の確保
• 自立支援と介護の重度化防止を推進するため、介護記録のICT化を通じた業務の分析・標準化を進める。これにより、適切なケアマネジメント手法の普

及を図るとともに、要介護度の維持・改善の効果を上げた事業所への介護報酬等の対応も含め、適切な評価の在り方について検討する。

※ロードマップ

適切なケアマネジメント手法の策定・普及に向けた取組

○ 介護保険制度創設以降、ケアマネジャーの作成するケアプランやケアマネジメントにばらつきがあるとの指摘がなされてきた。

○ ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）において、適切なケアマネジメント手法の普及を図ることとされた

ことを踏まえ、ケアマネジメントのばらつきの要因と考えられる、個々の介護支援専門員の属人的な認識（知識）を改め「支援

内容」の平準化等を図るため、平成28年度より複数年かけて手法の策定・普及を進めてきた。

経緯・背景

H28FY H29FY H30FY R1FY R2FY R3FY R4FY R5FY R6FY R7FY R8FY～

適切なケアマネジメン
ト手法の策定

標準化に向けた分
析手法の検討／ケ
アマネジメントの
先進事例の収集

分析、適切なケア
マネジメント手法
の策定

適切なケアマネジメント手法の検証・見直し
適切なケアマネジメント手法を踏まえたケアマネジメントの実施

平成28年度：脳血管疾患・大腿骨頸部骨折がある方のケアの検討

平成29年度：心疾患（心不全）がある方のケアの検討

平成30年度：認知症がある方のケアの検討

令和元年度：誤嚥性肺炎の予防のためのケアの検討

令和 ２年度：基本ケアを中心とした手法の再整理等

令和 ３年度：研修プログラムの開発・試行

令和 ４年度：疾患以外の高齢者の特徴に着目した手法の検討

これまでの取組
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適切なケアマネジメント手法の認知状況

43

○ 「適切なケアマネジメント手法」の認知状況は、「セミナー・研修・資料等で概要を聞いたことがある」と回答し
た者が半数だった一方、「今回初めて名前を聞いた」と回答した者も１割程度いた。

○ 実践の場で「適切なケアマネジメント手法」を活用している回答者は全体の４％にとどまっている。

【出典】令和５年度老人保健健康増進等事業「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業」 （（株）日本総合研究所）

※ 「適切なケアマネジメント手法の手引き その２ 解説セミナー」のライブ配信視聴者向けにアンケートを実施

    

     

     

     

     

    

    

                              

 回  て  を い 

これまでに  を い ことが る

セ  ー       で 要を い ことが る

   なケアマネジ ン    を用い  ー  

   なケアマネジ ン        に  し ことが る

  の で   なケアマネジ ン    を 用している 

 の 

     

  の    （複数回答）



他のサービス事業所との連携によるモニタリング

概要

○ 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以
下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。
【省令改正】
ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合も含む）。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携に
より情報を収集すること。

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。

【居宅介護支援、介護予防支援】

利用者の同意
サービス担当者会議等

での合意

• 利用者の状態が安定している
• 利用者がテレビ電話装置等を

介して意思疎通ができる
• 他のサービス事業者との連携

により情報を収集する

サービス事業者と

連携して情報収集

テレビ電話装置等

を活用した面談

オンラインでの

モニタリングが可能 44

令和６年度介護報酬改定



（406単位）

（410単位）

【居宅介護支援】

介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

概要

○ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人
材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介
護支援費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。

イ 居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置して
いる場合に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未
満」に改め、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未
満」に改める。

ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数につ
いては、３分の１を乗じて件数に加えることとする。

45件

居宅介護支援費ⅰ
居宅介護
支援費ⅱ

40件 60件

（677単位）

（1,411単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

例：要介護３･４･５の場合

【現行】

居宅介護支援費ⅲ

居宅介護支援費ⅰ 居宅介護
支援費ⅱ

（683単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

居宅介護支援費ⅲ

（1,398単位）

45件 50件

【改定後】

60件

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件

ICT機器の活用または

事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け

る利用者数の取扱件数

２分の１換算

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件

ケアプランデータ連携システムの

活用及び事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け

る利用者数の取扱件数

３分の１換算
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これまで毎月紙でやり取りされ、介護事業所の負担が大きかったケアプラン（計画・予定・実績の情報）をオンラインで完結するシステムを提供。
「データ連携標準仕様」に対応した介護ソフトとの連携により、ケアマネ・サービス事業所共に転記不要による事務負担の軽減を実現。

ケアプランデータ連携システムについて
（令和５年度より国民健康保険中央会にて本格稼働）

ケアプランデータ連携システムで期待される効果
⚫手間、時間の削減による事務費等の削減
⚫データ自動反映による従業者の「手間」の削減・効率化
⚫作業にかける「時間」の削減
⚫従業者の「心理的負担軽減」の実現
⚫従業者の「ライフワークバランス」の改善
⚫事業所の「ガバナンス」、「マネジメント」の向上

イメージキャラクター

ケアプー

【計画・予定情報の流れ】

※実績情報は逆の流れ（居宅介護支援事業所←居宅サービス事業所）となり、予定情報と同様、真正性確認の上、振分けられる。

へプルデスクサポートサイト

転記不要

46

介護報酬請求で使用されている

セキュリティ方式により安全に送受信



○ ICT機器の整備・導入状況は「パソコンなどのICT機器を１人１台利用」が76.2％と最も多かった。
○ 「訪問先等からICT機器を用いて利用者情報にアクセスできる」及び「特定の場所のみからICT機器を用いて利用

者情報にアクセスできる」と回答した事業所は、令和元年から令和４年にかけて7.8ポイント増加した。

47

25.2%

15.6%

9.7%

11.5%

50.3%

69.9%

14.7%

3.0%

令和４年度調査（n=753）

令和元年度調査（n=905）

○ 利用者情報の携帯情報端末（スマートフォン、タブレット等）によるアクセスの情報

訪問先等からICT機器を用いて利用者情報にアクセスできる 特定の場所のみからICT機器を用いて利用者情報にアクセスできる

ICT機器を用いて事業所外から利用者情報にアクセスすることはできない 無回答

【出典】 令和４年度老人保健等推進事業「居宅介護支援及び介護予防支援における令和３年度介護報酬の影響に関する調査研究事業」（（株）三菱総合研究所）
令和元年度老人保健等推進事業「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬の影響に関する調査研究事業」（（株）三菱総合研究所）

25.6%

76.2%

1.7%

6.8%

7.6%

パソコンなどのICT機器を複数人で共有して利用

パソコンなどのICT機器を１人１台利用

人工知能関連技術（AI）を利用

業務支援のためのICT機器は使用していない

無回答

○ 業務を支援するためのソフトウェアやICT機器の整備・導入状況（複数回答）（n=753）

【出典】 令和４年度老人保健等推進事業「居宅介護支援及び介護予防支援における令和３年度介護報酬の影響に関する調査研究事業」（（株）三菱総合研究所）

ICT機器等の整備・利用状況

7.8ポイント増

27.1％

34.9％

社会保障審議会
介護給付費分科会（第230回） 資料５より

令和５年11月６日
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